
 

所得税と住民税の負担割合が変わります 
これから平成18年分の確定申告の時期ですが、今回は

少し気の早いところで平成19年分の税金のお話です。 

小泉総理の時代に「地方でできることは地方に」という

方針の下進められた「三位一体改革」の結果、住民税と所

得税の負担割合が変わることになりました。 

住民税は18年までは所得に応じて税率が増える累進課

税(5％、10％、13％)でしたが、19年からは一律10％とな

ります。一方所得税の税率は従来4段階だった累進税率が

6段階に細分化されました。 

これによって多くの方が「所得税が減って住民税が増え

る」ことになります。ただ、両者を合計すると「原則とし

て」負担は変わらないというのが国の説明です。 

しかし、実際は平成19年から定率減税(所得税10％、

住民税7.5％、合計最高14.5万円)が全廃されることにな

っていますので、やはり全体として『増税』ということに

なります。 

今回の改正のポイントは、この２つの税金の変更の時期

がずれるところにあります。 

給料や年金から所得税を天引されている人は、１月以降

手取が増えた(天引が減った)と思われた方も多いと思い

ます。まずは所得税の減税が先行して行われます。 

しかし、６月には前年より増えた住民税の通知が届くこ

とになります。 

住民税が給与天引でない方は、 

年の前半に増えた手取り分を、 
後半の住民税の支払いに残し 
ておいた方が良さそうです。 

 

 

贈与はキチンと行いましょう！ ⑥ 
「誰に贈与をできるの？」～暦年贈与制度～ 

現行の贈与制度のうち、暦年贈与制度（110万円/年までは贈与

税はかからない制度）は、お互いに「あげた」「もらった」という

意思があればどなたにでも贈与ができます。相続税では、一代飛

ばしで養子のお孫さんが相続すると（お孫さんが代襲相続人であ

る場合を除きます。）相続税が２割増しになりますが、贈与税では、

もらう側の身分の違いで税金が割り増しになるということはあり

ません。お孫さんへの一代飛ばしの相続税課税が強化されてしま

った今、時間をかけて、お孫さんへ財産を移転していくことも可

能です。 

 また、「お嫁さんに世話になったから財産を残したい」という場

合、相続で財産を渡すには、お嫁さんは相続人ではないので養子

に入り相続人になってもらうか、もしくは遺言書を作成して遺贈

するか、の２つとなります。しかし、生前贈与であれば、そのよ

うな手続きは必要なく、ただ単に贈与をすれば、財産を渡すこと

ができます。親族以外の方でも同様に、財産をわけることが可能

です。「生前贈与」というと、将来相続人となる方のみに行うとい

うイメージがありますが、相続人以外の方でも財産を差し上げた

い方がいる場合には、生前贈与を考えてみるのも一つの方法です。

 また、あまり知られていませんが、相続が仮に発生した場合に、

暦年贈与制度により財産を取得した相続人、受遺者は、その相続

の起きた日から遡って３年以内に受けた贈与については、一旦相

続財産に加えられて相続税の計算を行います。その際に既に支払

った贈与税がある場合には相続税から控除されます。一般的に「相

続税よりも贈与税の方が、税率が高いので贈与は不利。」といわれ

ていますが、相続財産の内容や贈与の仕方によっては、贈与税の

負担の方が低い場合もあります。尚、相続人、受遺者であっても、

相続で財産を取得しなければこの制度は適用されません。 
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減価償却制度の改正 
 昨年末、政府与党から公表された税制改正大綱によると、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について、以下の改

正が行われます。 

① 取得価額の10％とされていた残存価額の廃止する。 

② 取得価額の95％までの償却可能限度額を廃止し、耐用年数経過時点に1円（備忘価額）まで減価償却できることとする。

③ 定率法の償却率を定額法の償却率（１／耐用年数）に2.5倍した数値に変更する。 

④ ある時点で定率法により計算した減価償却費が、その資産のその時の帳簿価額を、耐用年数から経過年数を控除した年数

で割って計算した減価償却費（定額法）より下回る場合には、定額法に切り替えて減価償却費を計上する。 

⑤ 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、取得価額の95％まで償却した事業年度の翌事業年度以後5

年間で均等に（この5年間の各事業年度は取得価額の1％の）減価償却費を計上する。 


